
一人ひとりが“いきいき”と輝くために

月～日曜日 10：00 ～ 16：30　※祝休日を含む

092-645-1041
092-419-1042
092-718-1055
092-559-5064
092-833-4063
092-833-4403
092-895-7033
092-406-7510

092-645-1042
092-434-0053
092-714-2141
092-562-3824
092-822-2142
092-851-2680
092-885-0467
092-526-3766

（令和４年３月改訂）



・男女共同参画がすすんだら

・｢福岡市男女共同参画を推進する条例｣を

　学んで・使って・役立てよう
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・男女共同参画推進センター・アミカス

・資料編
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Ｐ……

日頃から、男女にかかわらず誰もが意見を出し合い、リーダーとなり、共に助け合う地域づくり

を目指しましょう。

　このハンドブックは、校区男女共同参画協議会（部会）の委員のみなさんの、日々の活動の助

けとなることを願い、福岡市七区男女共同参画協議会が平成 ２７ 年に作成した「男女共同参画　地

域活動ハンドブック」を改訂したものです。

平成 ２７ 年７月（令和４年３月改訂）



ＬＧＢＴＱ＋：レズビアン（女性同性愛者）・ゲイ（男性同性愛者）・バイセクシュアル（両性愛者）・トランス

ジェンダー（出生時に割り当てられた性別と自認する性が一致しない人）・クエスチョニング（自身の性自

認や性的指向が定まっていない、もしくは意図的に定めていないセクシュアリティー）、＋（プラス）（他にも

あるさまざまなセクシュアリティー）の総称。　

● 性別による固定観念や性的マイノリティ（ＬＧＢＴＱ＋

*3等）に対する偏見は無くなり、子どもたちの個性

や自主性を尊重する自尊感情を育てる教育が積極

的に行われています。

＊１

＊２

＊３

実現し、ゆとりと充実感を持っていきいきと働い

ています。



＊２０１５年（平成２７年）に採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」（ＳＤＧｓ）の目標５

に、ジェンダー平等が盛り込まれました。

＊１９９９年（平成１１年）に「男女共同参画社会基本法」を公布、施行しました。

＊２０１５年（平成２７年）には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」、２０１８年（平成３０

年）には、男女の候補者の数ができる限り均等となることなどを目指す「政治分野における男女

共同参画の推進に関する法律」を公布、施行しました。

＊２００６年（平成１８年）、その条例に基づく「福岡市男女共同参画基本計画」を策定し、５年間に取組

む施策の方向と内容を定めました。２０２１年（令和３年）に策定した基本計画は第４次になります。

＊２０１１年（平成２３年）には、地域の提案により、福岡市独自の男女共同参画週間（みんなで参画ウ

ィーク）が創設され、毎年１１月３日～９日を中心に地域において様々な男女共同参画の取組み

が行われています。

このように､ 男女共同参画は､ すでに世界の大きな流れであり､ 我が国の社会のあり方を
決定づける21世紀の最重要課題となっています。

＊１

＊２

＊３

国籍法の改正：「父系血統主義」（父親が日本人であれば、日本国籍を与える）から「父母両系血統主義」



＊「いきいきセンターふくおか」（福岡市地域包括支援センター）は市内５７か所（令和３年８月現在）に

あります。 問い合わせは、 各区保健福祉センター地域保健福祉課へ。

　福岡市ではユニバーサルデザインの理念に

基づいたまちづくりを進めています。

　ユニバーサルデザインとは、年齢、性別や国

籍、障がいの有無等を問わず、すべての人が自

由に快適に利用でき、行動できるような思い

やりあふれる配慮を、まちづくりやものづく

りなどのあらゆる場面で、ハード・ソフトの

両面から行っていこうとする考え方です。

　福岡市で暮らす外国人は約３万６千人（令和３年９月末現在）で、市民の約４３人に１人です。

　障がいのある人への理解と配慮が足りないため、日常生活や社会生活で困っている人たちが

います。



殴る、蹴る、投げ落とす、激しく

揺さぶる、やけどを負わせる、

溺れさせるなど

【身体的虐待】

【性 的 虐 待】

【ネグレクト】

【心理的虐待】

子どもへの性的行為、性的行為

を見せる、ポルノグラフィの被

写体にするなど

言葉による脅し、無視、きょうだい間での

差別的扱い、子どもの目の前で家族に対

して暴力をふるう（面前ＤＶ）など

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく

不潔にする、自動車の中に放置する、重い

病気になっても病院に連れて行かないなど

（参考）国連「子どもの権利条約」―４つの柱：生きる権利・守られる権利・育つ権利・参加する権利

福岡市配偶者暴力相談支援センター
ＤＶ相談専用電話＆ｆａｘ０９２-７１１-７０３０

（月・水・木・金曜日１０～１７時、 火曜日１０～２０時）

アミカス

（全国共通）ＤＶ相談ナビダイヤル

ＤＶ相談ダイヤル０９２-５２６-６０７０

（水・木曜日１０～１６時）

＃８００８

【ＤＶ相談窓口】

【児童虐待通告・相談窓口】

（全国共通）ＤＶ相談＋（プラス）

２４時間電話相談０１２０-２７９-８８９、メール相談（ｓｏｕｄａｎｐｌｕｓ．ｊｐ、外

国語相談にも対応、ＷＥＢ面談も実施）、ＳＮＳ相談（毎日１２時～２２時）、

同行支援・保護・緊急の宿泊提供

福岡市こども総合相談センター（えがお館）相談電話 ０９２-８３３-３０００（２４時間対応  年末年始除く）

（全国共通）児童相談所虐待対応ダイヤル １８９（⇒お近くの児童相談所につながります）

防災対策に男女共同参画の視点を取り入れましょう
防災訓練、備蓄品の準備、避難所運営に、男女共同参画の視点や、人は多様であることを考慮

して取り組みましょう。

　地域のリーダーは圧倒的に男性が多いのが現状です。福岡市の意識調査では、リーダーに女性が

少ない理由として、「これまでの慣習でリーダーには男性が就任してきたから」、「女性は家事や仕

事で忙しいから」、「男性中心の組織運営になっているから」といった理由などがあげられていま

す。地域活動に多様な意見や価値観を取り入れるためには、これまでの慣習・慣行を見直し、方針

決定が男女どちらか一方に偏らないよう、男女双方のリーダーが必要です。

　夫・パートナーからの暴力、

性犯罪、売買春、セクシャル・

ハラスメント、ストーカー行為

等の女性に対する暴力根絶に

向けたシンボルマークです。



福岡市学習情報提供システム（まなびアイふくおか）、
福岡市人権啓発センター（ココロンセンター）では、
人材バンクや講師一覧を掲載しています。
・まなびアイふくおかＨＰ：
　　　　ｈｔｔｐ://ｇａｋｕｓｈｕ.ｃｉｔｙ.ｆｕｋｕｏｋａ.ｌｇ.ｊｐ/ｔｅａｃｈｅｒ/　
・ココロンセンターＨＰ：
　　　　ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｆｕｋｕｏｋａ.ｌｇ.ｊｐ/ｓｈｉｍｉｎ/
　　　　ｊｉｎｋｅｎｋｅｉｈａｔｓｕ/ｋｏｕｓｉ.ｈｔｍｌ



出　 前　 講　 座

アミカス地域支援事業

①男女協応援事業

校区男女協委員や自治協議会等委員が男女共同参画についての理解を深める研修に、参画サポー

ターを派遣します。

■ 対　　象　校区男女共同参画推進組織をはじめとする自治協議会等の構成委員、公民館職員

■ 内　　容　実施時間：２時間以内、利用回数：１年度に２回まで、会場手配・資料印刷等の準

　　　　　 　備は主催者負担

■ 費　　用　無　料

②参画サポーター・寸劇隊の派遣

　男女協が実施する地域住民向け講座に、参画サポーターを派遣します。

・参画サポーター派遣（例：男女共同参画の基礎的な研修、｢アミカス寸劇隊」動画などを使っ

たワークショップ、男女共同参画の視点を取り入れた防災について学ぶ研修）

・寸劇隊派遣（寸劇の例：｢誰が看るの？｣(介護における固定観念)、｢男もつらいよ｣(ワーク

ライフバランス)、避難所リーダー（男女共同参画の視点を取り入れた地域防災）

■ 対　　象　地域住民

■ 内　　容　実施時間：２時間以内、会場手配・資料印刷等の準備は主催者負担

■ 費　　用　※参画サポーター派遣：３,０００円/回　※寸劇隊派遣：５,０００円/回

■ 申 込 み （①②共通）　随時　※実施希望日の原則２カ月前までにお申し込みください。

　　　　　　 所定の申込書（様式はアミカスホームページからダウンロード可）に記入し、福岡

　　　　　　 市男女共同参画推進センター・アミカスへ申込み

　　　　　  （ＴＥＬ ５２６‐３７５５　Ｅ-ｍａｉｌ：ａｍｉｋａｓ@ｃｉｔｙ.ｆｕｋｕｏｋａ.ｌｇ.ｊｐ）

　校区におけるさまざまな活動を支援するため、福岡市から自治協議会に対し「自治協議会共創補

助金」が交付されています。男女共同参画の推進に関する活動もその中の一つとなっており、自治

協議会での話し合いにより決定された活動資金をもとに自治協議会の事業として実施します。

　広く外に目を向け、コミュニケーションをとりましょう！他の校区の人たちと交流すること

で、解決策を見いだせることもあります。各区に男女共同参画連絡会があり、市には福岡市七区

男女共同参画協議会があり、校区から区そして市へとつながっているのです。

　また、福岡県には『ふくおかみらいねっと（福岡県男女共同参画推進連絡会議）』があります。

そして、『日本女性会議』等の日本全体の交流があります。さらに、それが世界へとつながり、男

女共同参画社会の実現という目標を共有しているのです。

　さらに市では、「アミカスネット」を核とした男女共同参画を進める２０団体による、「地域で

男女共同参画を！～拡げようネットワーク」実行委員会（略称：参画ネット）も活動しています。

＊参画サポーターとは、福岡市男女共同参画推進サポーターの略です。

～男女共同参画の取り組み～

４０６‐７５１０ ５２６‐３７６６

７３３‐５７８５

申 込 み



◆啓発文字入りのマスクを校区全戸に配付した。
◆「みんなで参画ウィーク」を周知するために、市が作成した参画ウィークのチラシをもとに
横断幕を作って公民館に掲示した。
◆各町内の掲示板に「男女共同参画カルタ」を掲示し、ウォークラリーを開催。応募用紙を公民
館に置いて、抽選で参加賞が当たるようにした。
◆校区文化祭で男女共同参画についてのアンケートをとり、協力者に男女共同参画協議会の
リーフレットとティッシュを進呈した。集計結果は男女協だよりで報告した。

みんなで学ぶ（広報啓発）

◆防犯・防災
・校区通学路マップをもとに、男女協委員が通学路
を歩き、危険な箇所がないかチェックし、結果を
校区交通委員に伝えた。
・校区防災訓練の際に男女協ブースを設け、災害時
における男女共同参画の視点について展示説明会
を行った。

◆男性・子ども
・校区社会福祉協議会が主催する「こども食堂」に計画段階から参加し、調理や食事の提
供を行った。
・男性の地域デビューの一助になるよう、男性料理教室を開催した。
◆子育て
・育児サークルの母親とスタッフを対象に、｢男女共同参画カルタ」を紹介しながら、な
ぜ子育てに男女共同参画が大切かを学んでもらった。

◆その他
・校区体育祭の際に、校庭に授乳用テントを設けた。
・DVや生活苦で苦しむ人たちが、どこに相談したらいいか分かるよう、名刺大のカードを
作って各所に置いた。

地域の課題解決

７５９３

福岡市男女共同参画推進センター・アミカスは、福岡市の男女共同参画推進の拠点施設です。

・男女の自立や男女共同参画を促進するための講座等

・女性のチャレンジ支援のための講座

■ 講座・講演会

・男女共同参画基礎講座

　地域における男女共同参画を推進する主体となる校区の男女共同参画推進組織の委員を対象と

した、基礎的な研修。

・男女協応援事業（Ｐ１２掲載）

・参画サポーター派遣事業（Ｐ１２掲載）

・アミカス寸劇隊派遣事業（Ｐ１２掲載）

■ 地域支援事業

　男女共同参画や女性問題に関するものを中心とした図書、研修用ＤＶＤ、ビデオの貸し出しを

行っています。

■ アミカス図書室

　家庭・職場での人間関係など、日常生活において生じてくる様々な悩みについて、ご相談をお

受けします｡（⇒裏表紙に相談窓口の連絡先を載せています｡）

■ アミカス相談室

ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｆｕｋｕｏｋａ.ｌｇ.ｊｐ/ｓｈｉｍｉｎ/ｊｉｇｙｏｓｕｉｓｈｉｎ/ｌｉｆｅ/ａｍｉｋａｓ.ｈｔｍｌ

ｈｔｔｐｓ://ｆａｃｅｂｏｏｋ.ｃｏｍ/ａｍｉｋａｓｆｕｋｕｏｋａｃｉｔｙ



年　号
昭和 50(1975) 年

昭和 51(1976) 年
昭和 52(1977) 年
昭和 53(1978) 年
昭和 54(1979) 年
昭和 55(1980) 年

昭和 56(1981) 年
昭和 59(1984) 年
昭和 60(1985) 年

昭和 62(1987) 年
昭和 63(1988) 年

平成 元 (1989) 年

平成 ３ (1991) 年
平成 ６ (1994) 年
平成 ７ (1995) 年
平成 ８ (1996) 年
平成 11(1999) 年

平成 12(2000) 年

平成 13(2001) 年

平成 14(2002) 年

平成 15(2003) 年

平成 16(2004) 年
平成 17(2005) 年
平成 18(2006) 年

平成 19(2007) 年

平成 20(2008) 年
平成 22(2010) 年

平成 23(2011) 年

平成 24(2012) 年

平成 25(2013) 年
平成 27(2015) 年

平成 30(2018) 年

令和 ２ (2020) 年
令和 ３ (2021) 年

国 連・日 本（ ○ 国 連、● 日 本 ）
○国際婦人年
○国際婦人年世界会議（メキシコシティ）「世界行動計画」採択
●婦人問題企画推進本部設置
○｢国連婦人の十年｣（～1985）
●｢国内行動計画」策定

○国連第34回総会「女子差別撤廃条約」採択
○｢国連婦人の十年」中間年世界会議（コペンハーゲン）
　｢国連婦人の十年後半期行動プログラム」採択
●｢国内行動計画後期重点目標」策定

○｢国連婦人の十年」ナイロビ世界会議　
　｢婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」採択
●｢国籍法」改正
●｢男女雇用機会均等法」公布
●｢女子差別撤廃条約」批准
●｢西暦2000年に向けての新国内行動計画」策定

●｢育児休業法」公布
●｢雇用保険法」等の改正（育児休業給付金制度の創設）
○第４回世界女性会議（北京）｢北京宣言及び行動綱領」採択
●｢男女共同参画2000年プラン」策定
●｢男女共同参画社会基本法」公布・施行
●｢食料・農業・農村基本法」公布・施行
○国連特別総会「女性2000年会議｣（ニューヨーク）
●｢男女共同参画基本計画」閣議決定
●｢配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律｣
　公布・施行

●｢次世代育成支援対策推進法」公布・施行
●｢少子化社会対策基本法」公布・施行

●｢男女共同参画基本計画（第２次）」閣議決定

●｢仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章｣及び
　｢仕事と生活の調和推進のための行動指針」策定
●｢女性の参画加速プログラム」男女共同参画推進本部決定
○国連「北京＋15」記念会合（ニューヨーク）
●｢仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章｣及び
　｢仕事と生活の調和推進のための行動指針」改定
●｢第３次男女共同参画基本計画」閣議決定
○UN Women正式発足

○第56回国連婦人の地位委員会「自然災害におけるジェ
　ンダー平等と女性のエンパワーメント」決議案採択
●｢男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」作成
○持続可能な開発のための2030アジェンダ｣（SDGs）
　採択（目標５：ジェンダー平等を達成し、すべての女
　性及び女児の能力強化を行う）
●｢女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」公布 
 （翌年全面施行）
●｢第4次男女共同参画基本計画」閣議決定
●｢政治分野における男女共同参画の推進に関する法律｣
　公布、施行
●｢民法の一部を改正する法律｣（成年年齢関係）公布
●｢第５次男女共同参画基本計画」閣議決定

福　岡　市

●福岡市立婦人会館開館

●市民局青少年婦人対策課婦人対策係新設

●区における婦人の地位向上活動事業の開始

●福岡市総合計画基本計画に「婦人」の章新設
●市民局婦人対策課新設

●福岡市女性センター・アミカス（現・福岡市男女
　共同参画推進センター・アミカス）開館
●｢ふくおか女性プラン」策定
●婦人対策課から女性企画課へ課名を変更
●市民局女性部新設

●｢ふくおか男女共同参画プラン」策定

●｢審議会等への女性の登用促進に関する要綱」制定

●｢ふくおか男女共同参画プラン第２次実施計画」策定

●女性部女性企画課から男女共同参画部男女共同参
　画課へ組織名変更

●｢福岡市男女共同参画を推進する条例」公布・施行

●｢福岡市男女共同参画基本計画」策定（以降、５年
　毎に策定）

●｢福岡市配偶者暴力相談支援センター」開設

●｢福岡市配偶者からの暴力防止及び被害者の保護
　に関する基本計画」策定
●福岡市男女共同参画週間（みんなで参画ウィーク）創設

●｢福岡市男女共同参画基本計画（第４次）」策定


